
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第４６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年４月２６日 １０時３０分ごろ 

発生場所 長崎県南島原市布津
ふ つ

漁港潮入
しおいり

崎地区東方沖約２００～３００ｍ 

（概位 北緯３２°４２′ 東経１３０°２１′） 

事故等調査の経過  平成２７年６月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 凛
りん

、５トン未満（長さ４.３２ｍ） 

   ２９２－１００７５長崎、個人所有 

Ｂ ゴムボート （船名なし）、全長２.７５ｍ 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、操縦免許なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷側に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗組み、知人１人を乗せ、南島原市大崎鼻

東方沖での釣りを終えて係留地の潮入崎地区に向け、同地区東方沖を

約５ノットの対地速力で航行中、平成２７年４月２６日１０時３０分

ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の左舷側とが衝突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗船し、潮入地区東方沖で船首を南東方

に向け、釣りをして錨泊中、Ａ船と衝突した。 

 両船は、それぞれ自力で潮入崎地区に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.８ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、船外機の右舷側に座り、前方を向いて操船していたが、

衝突するまでＢ船の存在に気付かなかった。 

 潮入地区の沖には、わかめ養殖施設が設置されており、Ｂ船は同施

設に近接する場所で錨泊していた。 

 船長Ａは、Ｂ船に気付かなかったのは、わかめ養殖施設に取り付け

られた多数の浮子が黄色、橙色などで、Ｂ船の船体が橙色であり、本

事故当時、波があったので、低い船体のＢ船が波間に見え隠れしてわ

かめ養殖施設の遠方の浮子と紛れていたのではないかと思った。 

 操縦者Ｂは、旗などの標識を掲げていなかった。 

 操縦者Ｂは、本事故発生の約３～４秒前に約１０～１５ｍに接近し



たＡ船に気付き、大声で危ないと叫んだ。 

 船長Ａは、操縦者Ｂが発した声には気が付かなかった。 

 操縦者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、潮入崎地区東方沖を航行中、船長Ａが、見張りを適切に行

っていなかったことから、前路で錨泊中のＢ船に気付かずに航行し、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、潮入崎地区東方沖で釣りをして錨泊中、操縦者Ｂが、見張

りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付くのが遅れ、衝突

直前に接近するＡ船に気付き、声を発したものの、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、潮入崎地区東方沖において、Ａ船が航行中、Ｂ船が釣り

をして錨泊中、船長Ａ及び操縦者Ｂが共に見張りを適切に行っていな

かったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、ゴムボートやミニボートなどの小さい船も見落とすこ

とがないよう見張りを適切に行うこと。 

 ・停泊中も、接近する他船を早期に発見できるよう周囲の見張りを

行うこと。 

 ・ゴムボートやミニボートなどは、乾舷が低く他船から見えにくい

ので、目印となる旗やレーダー反射板を掲げておくことが望まし

い。 

 


